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総
務
文
教
常
任
委
員
会
は
、
９

月
11
日
及
び
16
日
に
開
催
さ
れ
、

付
託
を
受
け
た
執
行
部
提
出
議
案

５
件
（
分
割
付
託
１
件
を
含
む
）

及
び
請
願
１
件
の
審
査
を
行
い
ま

し
た
。
主
な
質
疑
は
次
の
と
お
り

で
す
。

小
郡
市
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て
（
議
案
第
53
号
）

　

特
定
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
一

般
法
よ
り
も
さ
ら
に
厳
格
な
個
人

情
報
保
護
措
置
を
義
務
づ
け
ら
れ

て
お
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
の
第

31
条
に
お
い
て
地
方
公
共
団
体
は

必
要
な
保
護
措
置
を
講
ず
る
こ
と

と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
受
け

て
の
条
例
改
正
で
す
。

問
：
個
人
情
報
と
特
定
個
人
情
報

の
違
い
に
つ
い
て
。

答
：
個
人
情
報
は
、
生
存
す
る
個

人
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
氏

名
、
生
年
月
日
、
そ
の
他
の
記
述

等
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
で

き
る
も
の
で
、
且
つ
行
政
機
関
が

保
有
す
る
も
の
で
す
。
特
定
個
人

情
報
は
、
個
人
情
報
に
個
人
番
号

を
含
む
も
の
で
す
。

平
成
27
年
度
小
郡
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
３
号
）
の
承
認
に
つ

い
て
（
議
案
第
59
号
）

　

大
原
校
区
公
民
館
建
設
事
業
に

つ
い
て
は
、
現
在
、
校
区
公
民
館

建
設
予
定
地
に
あ
る
大
原
小
学
校

の
遊
具
等
の
移
設
工
事
費
と
小
学

校
敷
地
内
に
入
り
込
ん
で
い
る
西

鉄
線
路
用
地
を
一
部
、
買
収
す
る

も
の
で
す
。

問
：
こ
れ
は
移
設
だ
け
で
な
く
新

設
も
含
ま
れ
る
の
で
す
か
。
ま
た
、

今
回
買
収
す
る
予
定
の
西
鉄
用
地

は
大
変
狭
く
、
こ
こ
を
買
っ
て
何

か
に
使
え
る
の
で
す
か
。

答
：
遊
具
等
移
設
に
つ
い
て
は
、

現
在
あ
る
16
種
類
の
遊
具
の
内
、

そ
の
約
３
分
の
２
を
移
設
す
る
予

定
で
、
老
朽
化
し
て
い
る
も
の
は

撤
去
を
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、

北
側
に
あ
る
樹
木
の
撤
去
費
も
含

ん
で
い
ま
す
。
な
お
、
買
収
地
に

つ
い
て
は
、
将
来
的
に
な
り
ま
す

が
、
取
り
付
け
道
路
と
し
て
の
活

用
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。

　

保
健
福
祉
常
任
委
員
会
は
、
９

月
14
日
に
開
催
さ
れ
、
付
託
を
受

け
た
執
行
部
提
出
議
案
５
件
（
分

割
付
託
１
件
を
含
む
）
の
審
査
を

行
い
ま
し
た
。
主
な
質
疑
は
次
の

と
お
り
で
す
。

平
成
27
年
度
小
郡
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
３
号
）
の
承
認
に
つ

い
て
（
議
案
第
59
号
）

　

保
育
所
運
営
費
４
１
７
万
円
の

補
正
に
つ
い
て
は
、
大
崎
保
育
所

及
び
三
国
保
育
所
に
、
障
害
の
あ

る
子
ど
も
が
入
所
し
た
こ
と
に
伴

う
加
配
保
育
士
の
賃
金
、
ま
た
三

国
保
育
所
に
出
産
予
定
の
保
育
士

が
お
り
、
そ
の
代
替
保
育
士
の
賃

金
、
及
び
御
原
保
育
所
の
Ａ
Ｅ
Ｄ

購
入
費
で
す
。

問
：
加
配
保
育
士
及
び
臨
時
職
員

に
つ
い
て
、
ま
た
Ａ
Ｅ
Ｄ
購
入
及

び
救
急
訓
練
に
つ
い
て
。

答
：
加
配
保
育
士
に
つ
い
て
は
２

人
の
子
供
に
つ
け
て
お
り
、
臨
時

職
員
は
長
期
・
短
期
を
含
め
16
名

い
ま
す
。
御
原
保
育
所
の
Ａ
Ｅ
Ｄ

は
平
成
22
年
に
購
入
し
、
故
障
す

る
と
ラ
ン
プ
が
点
灯
し
ま
す
。
他

の
保
育
所
は
正
常
に
動
い
て
い
ま

す
。
な
お
救
急
訓
練
に
つ
い
て
は
、

数
年
前
ま
で
は
全
て
の
職
員
を
対

象
に
研
修
を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、

今
は
新
規
採
用
職
員
に
つ
い
て
、

消
防
署
へ
体
験
入
署
し
研
修
を
行

っ
て
い
ま
す
。

平
成
27
年
度
小
郡
市
国
民
健
康
保

険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

２
号
）
の
承
認
に
つ
い
て
（
議
案

第
60
号
）

　

後
期
高
齢
者
支
援
金
１
１
１
万

１
千
円
の
増
額
は
、
額
の
確
定
に

伴
う
不
足
分
の
補
正
を
お
願
い
す

る
も
の
で
す
。

問
：
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
予
算

不
足
に
つ
い
て
。

答
：
当
初
予
算
で
は
社
会
保
険
診

療
報
酬
支
払
基
金
か
ら
、
概
算
で

金
額
が
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

確
定
し
た
額
が
不
足
し
た
た
め
補

正
を
お
願
い
す
る
も
の
で
す
。

　

都
市
経
済
常
任
委
員
会
は
、
９

月
15
日
に
開
催
さ
れ
、
付
託
を
受

け
た
執
行
部
提
出
議
案
５
件
（
分

割
付
託
１
件
を
含
む
）
の
審
査
を

行
い
ま
し
た
。
主
な
質
疑
は
次
の

と
お
り
で
す
。

小
郡
市
都
市
計
画
審
議
会
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て
（
議
案
第
56
号
）

　

改
正
の
概
要
と
し
て
、
１
点
目

は
任
期
満
了
後
、
審
議
会
の
会
長

及
び
副
会
長
不
在
時
に
委
員
の
招

集
を
市
長
が
行
え
る
よ
う
に
す
る

も
の
で
す
。
２
点
目
は
新
た
に
副

保
健
福
祉
常
任
委
員
会
報
告

都
市
経
済
常
任
委
員
会
報
告

常
任
委
員
会

　
　
審
査
報
告

総
務
文
教
常
任
委
員
会
報
告

▲移設予定の遊具

▲ＡＥＤ（自動体外式除細動器）
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会
長
を
置
く
こ
と
で
す
。
３
点
目

は
会
長
の
選
出
を
選
挙
と
し
て
い

た
も
の
を
互
選
に
改
め
る
も
の
で

す
。

問
：
副
会
長
を
追
加
し
た
理
由
、

ま
た
副
会
長
が
必
要
な
こ
と
は
あ

り
ま
し
た
か
。

答
：
今
ま
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

今
後
可
能
性
が
あ
る
た
め
で
す
。

小
郡
市
工
場
等
設
置
奨
励
条
例
の

制
定
に
つ
い
て
（
議
案
第
58
号
）

　

工
業
団
地
の
分
譲
地
の
競
争
力

強
化
と
優
良
企
業
を
誘
致
す
る
べ

く
、
優
遇
制
度
の
拡
充
を
行
う
こ

と
と
、
従
来
の
条
例
を
全
て
改
正

す
る
も
の
で
す
。
新
た
な
優
遇
制

度
の
内
容
と
し
て
は
、
固
定
資
産

税
の
３
年
間
課
税
免
除
、
雇
用
奨

励
金
交
付
、
企
業
立
地
奨
励
金
交

付
が
あ
り
ま
す
。

問
：
こ
の
優
遇
制
度
は
他
自
治
体

と
比
べ
て
ど
う
で
す
か
。

答
：
制
度
の
充
実
に
お
い
て
は
、

近
隣
市
等
を
調
査
し
て
い
ま
す
が
、

充
分
な
強
み
と
し
て
企
業
に
売
り

出
せ
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

★
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の

職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
51
号
）

　

被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等

を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
い
、
形
式
的
な
文
言
の
整

理
を
行
う
も
の
で
す
。

★
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も

の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
52
号
）

　

小
郡
市
公
共
施
設
等
総
合
管
理

計
画
審
議
会
の
委
員
設
置
に
伴
い
、

報
酬
額
を
定
め
る
た
め
の
も
の
で

す
。

★
小
郡
市
印
鑑
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
54
号
）

　

「
行
政
手
続
き
に
お
け
る
特
定

の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
」
い
わ

ゆ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
の
施
行
に

伴
う
、
条
文
の
見
直
し
及
び
事
務

見
直
し
に
よ
る
文
言
の
整
理
で
す
。

★
小
郡
市
手
数
料
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
55
号
）

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
の
施
行
に
伴

う
、
通
知
カ
ー
ド
の
再
交
付
の
追

加
及
び
小
郡
市
印
鑑
条
例
の
改
正

に
伴
う
、
印
鑑
登
録
証
の
再
発
行

の
削
除
と
一
部
文
言
の
整
理
で
す
。

★
小
郡
市
公
共
施
設
等
総
合
管
理

計
画
審
議
会
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
（
議
案
第
57
号
）

　

専
門
的
な
意
見
の
聴
き
取
り
や

住
民
参
画
を
行
う
為
に
、
大
学
教

授
や
市
民
の
代
表
、
公
募
委
員
な

ど
か
ら
な
る
第
三
者
の
審
議
会
を

設
置
し
て
、
必
要
な
事
項
の
審
議

や
計
画
策
定
後
の
進
捗
管
理
を
行

う
も
の
で
す
。

★
平
成
27
年
度
小
郡
市
介
護
保

険
事
業
特
別
会
計（
保
険
事
業
勘

定
）補
正
予
算
（
第
２
号
）
の
承

認
に
つ
い
て
（
議
案
第
61
号
）

　

国
庫
負
担
金
補
助
金
等
償
還
金

の
増
額
に
つ
い
て
は
、
平
成
26
年

度
の
事
業
確
定
に
伴
う
清
算
分
で
、

国
に
１
０
７
５
万
４
１
６
０
円
、

県
に
５
６
０
万
２
６
６
９
円
、
支

払
基
金
に
４
２
６
万
２
５
６
７
円
、

合
計
２
０
６
１
万
９
千
円
を
返
還

す
る
も
の
で
す
。

★
平
成
27
年
度
小
郡
市
下
水
道
事

業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２

号
）
の
承
認
に
つ
い
て
（
議
案
第

62
号
）

　

歳
出
30
万
９
千
円
の
減
額
は
、

４
月
と
７
月
の
人
事
異
動
に
よ
り
、

職
員
の
給
与
や
各
種
手
当
の
変
更

が
あ
り
整
理
し
た
も
の
で
す
。

★
平
成
27
年
度
小
郡
市
工
業
団
地

整
備
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）
の
承
認
に
つ
い
て

（
議
案
第
63
号
）

　

工
業
団
地
整
備
事
業
費
１
０
５

０
万
３
千
円
の
減
額
は
、
分
譲
面

積
の
減
少
や
全
体
工
事
費
の
増
大

に
よ
り
、
分
譲
単
価
の
上
昇
が
想

定
さ
れ
る
た
め
、
埋
蔵
文
化
財
調

査
に
係
る
費
用
を
一
般
会
計
に
振

り
替
え
る
も
の
で
す
。

議
案
の
主
な
内
容

［
公
平
委
員
会
委
員
］

久
留
米
市
大
善
寺
町

　
　
　
　
　

宮
本
95
番
地
13

　
　
　
　
　
　
　

吉
住　

知
城

［
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
］

小
郡
市
八
坂
３
４
３
番
地

　
　
　
　
　
　
　

寺
崎　

幹
夫

小
郡
市
大
保
１
６
０
４
番
地
14

　
　
　
　
　
　
　

中
垣　

勝
之

　
採　
択　

少
人
数
学
級
の
推
進
な
ど
の
定
数

改
善
と
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制

度
２
分
の
１
復
元
を
は
か
る
た
め

の
２
０
１
６
年
度
政
府
予
算
に
係

る
意
見
書
採
択
の
要
請
に
つ
い
て

請
願
者

−

福
岡
県
教
職
員
組
合

浮
羽
三
井
支
部

支
部
長　

小
山　

啓
一

人
事
案
件

請
　
　

願


